
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に、複数の画像信号線に供給されるシリアル－パラレル変換された画像信号をサン
プリング回路駆動信号に応じてサンプリングして複数のデータ線に夫々供給する複数のサ
ンプリングスイッチからなるサンプリング回路と、
　該サンプリング回路に対して前記サンプリング回路駆動信号を供給するデータ線駆動回
路とを備えており、
　前記データ線駆動回路は、前記複数のサンプリングスイッチの配列に対して所定方向の
順に前記サンプリング回路駆動信号を順次出力する第１シフトレジスタと、
　前記複数のサンプリングスイッチの配列に対して前記所定方向と逆方向の順に前記サン
プリング回路駆動信号を順次出力する第２シフトレジスタとを含み、
　前記複数のサンプリングスイッチは、前記第１シフトレジスタから供給されるサンプリ
ング回路駆動信号により駆動される第１グループと、前記第２シフトレジスタから供給さ
れるサンプリング回路駆動信号により駆動される第２グループとに分かれており、前記第
１グループに含まれる各サンプリングスイッチの出力端子と前記第２グループに含まれる
各サンプリングスイッチの出力端子とは、前記複数のデータ線の各々に対して並列接続さ
れ、
　前記第１グループにおける前記所定方向にｉ（但し、ｉは自然数）番目のサンプリング
スイッチと、前記第２グループにおける前記逆方向にｉ番目のサンプリングスイッチとは
、同一の前記画像信号線に接続されていること
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を特徴とする電気光学装置の駆動回路。
【請求項２】
　一対の基板間に電気光学物質が挟持されてなり該基板上に相交差する複数のデータ線及
び複数の走査線を備えた電気光学装置を駆動するための電気光学装置の駆動回路であって
、
　複数の画像信号線に供給されるシリアル－パラレル変換された画像信号をサンプリング
回路駆動信号に応じてサンプリングして前記複数のデータ線に夫々供給する複数のサンプ
リングスイッチからなるサンプリング回路と、
　該サンプリング回路に対して前記サンプリング回路駆動信号を供給するデータ線駆動回
路とを備えており、
　前記データ線駆動回路は、前記複数のサンプリングスイッチの配列に対して所定方向の
順に前記サンプリング回路駆動信号を順次出力する第１シフトレジスタと、
　前記複数のサンプリングスイッチの配列に対して前記所定方向と逆方向の順に前記サン
プリング回路駆動信号を順次出力する第２シフトレジスタとを含み、
　前記複数のサンプリングスイッチは、前記第１シフトレジスタから供給されるサンプリ
ング回路駆動信号により駆動される第１グループと、前記第２シフトレジスタから供給さ
れるサンプリング回路駆動信号により駆動される第２グループとに分かれており、前記第
１グループに含まれる各サンプリングスイッチの出力端子と前記第２グループに含まれる
各サンプリングスイッチの出力端子とは、前記複数のデータ線の各々に対して並列接続さ
れ、
　前記第１グループにおける前記所定方向にｉ（但し、ｉは自然数）番目のサンプリング
スイッチと、前記第２グループにおける前記逆方向にｉ番目のサンプリングスイッチとは
、同一の画像信号線に接続されていること
を特徴とする電気光学装置の駆動回路。
【請求項３】
　前記第１グループに属するサンプリングスイッチと前記第２グループに属するサンプリ
ングスイッチとは、前記所定方向に沿って交互に配置されており、前記第１及び第２グル
ープに夫々属すると共に相隣接する一対のサンプリングスイッチは、同一のデータ線に接
続されていることを特徴とする請求項１または２に記載の電気光学装置の駆動回路。
【請求項４】
　基板には、複数の画像信号線に供給されるシリアル－パラレル変換された画像信号をサ
ンプリング回路駆動信号に応じてサンプリングして複数のデータ線に夫々供給する複数の
サンプリングスイッチからなるサンプリング回路と、
　該サンプリング回路に対して前記サンプリング回路駆動信号を供給するデータ線駆動回
路とを備えており、
　前記データ線駆動回路は、前記複数のサンプリングスイッチの配列に対して所定方向の
順に前記サンプリング回路駆動信号を順次出力する第１シフトレジスタと、
　前記複数のサンプリングスイッチの配列に対して前記所定方向と逆方向の順に前記サン
プリング回路駆動信号を順次出力する第２シフトレジスタとを含み、
　前記複数のサンプリングスイッチは、前記第１シフトレジスタから供給されるサンプリ
ング回路駆動信号により駆動される第１グループと、前記第２シフトレジスタから供給さ
れるサンプリング回路駆動信号により駆動される第２グループとに分かれており、前記第
１グループに含まれる各サンプリングスイッチの出力端子と前記第２グループに含まれる
各サンプリングスイッチの出力端子とは、前記複数のデータ線の各々に対して並列接続さ
れ、
　前記画像信号線はｎ本（ｎは自然数）からなり、前記第 1グループのうちの隣接するｎ
個の前記サンプリングスイッチに接続される前記ｎ本の画像信号線の順番と、前記第２グ
ループのうちの隣接するｎ個の前記サンプリングスイッチに接続される前記ｎ本の画像信
号線の順番とは、前記ｎ個のサンプリングスイッチの配列に対して左右対称となっている
ことを特徴とする電気光学装置。
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【請求項５】
　一対の基板間に電気光学物質が挟持されてなり該基板上に相交差する複数のデータ線及
び複数の走査線を備えた電気光学装置を駆動するための電気光学装置の駆動回路であって
、
　複数の画像信号線に供給されるシリアル－パラレル変換された画像信号をサンプリング
回路駆動信号に応じてサンプリングして前記複数のデータ線に夫々供給する複数のサンプ
リングスイッチからなるサンプリング回路と、
　該サンプリング回路に対して前記サンプリング回路駆動信号を供給するデータ線駆動回
路とを備えており、
　前記データ線駆動回路は、前記複数のサンプリングスイッチの配列に対して所定方向に
前記サンプリング回路駆動信号を順次出力する第１シフトレジスタと、
　前記複数のサンプリングスイッチの配列に対して前記所定方向と逆方向に前記サンプリ
ング回路駆動信号を順次出力する第２シフトレジスタとを含み、
　前記複数のサンプリングスイッチは、前記第１シフトレジスタから供給されるサンプリ
ング回路駆動信号により駆動される第１グループと、前記第２シフトレジスタから供給さ
れるサンプリング回路駆動信号により駆動される第２グループとに分かれており、前記第
１グループに含まれる各サンプリングスイッチの出力端子と前記第２グループに含まれる
各サンプリングスイッチの出力端子とは、前記複数のデータ線の各々に対して並列接続さ
れ、
　前記画像信号線はｎ本（ｎは自然数）からなり、前記第 1グループのうちの隣接するｎ
個に接続される前記ｎ本の画像信号線の順番と、前記第２グループのうちの隣接するｎ個
に接続される前記ｎ本の画像信号線の順番とは、前記ｎ個のサンプリングスイッチの配列
に対して左右対称となっていることを特徴とする電気光学装置。
【請求項６】
　前記基板上に形成されていることを特徴とする請求項 1から５のいずれか一項に記載の
電気光学装置の駆動回路。
【請求項７】
　前記第１及び第２シフトレジスタは、選択信号に応じて一方が選択的に動作することを
特徴とする請求項 1から請求項６のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動回路。
【請求項８】
　前記第１及び第２シフトレジスタには、前記サンプリング回路駆動信号の生成タイミン
グの基準となる個別のクロック信号が夫々供給されることを特徴とする請求項 1から請求
項７のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動回路。
【請求項９】
　前記第１及び第２シフトレジスタには、前記サンプリング回路駆動信号の生成タイミン
グの基準となる共通のクロック信号が共に供給されることを特徴とする請求項 1から請求
項７のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動回路。
【請求項１０】
　前記複数の走査線に対して走査信号を供給する走査線駆動回路をさらに備えており、前
記走査線駆動回路は、前記複数の走査線に対して前記走査信号を順次出力する第３シフト
レジスタと、該第３シフトレジスタから前記走査信号が順次出力される方向と逆方向に前
記走査信号を順次出力する第４シフトレジスタとを含むことを特徴とする請求項１から請
求項９のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動回路。
【請求項１１】
　前記基板上には中央部に画像表示領域を有し、前記基板上の周辺の一方側に前記データ
線駆動回路の第１及び第２シフトレジスタが配置されてなることを特徴とする請求項１か
ら請求項１０のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動回路。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動回路を内蔵することを特
徴とする電気光学装置。
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【請求項１３】
　前記基板上に、マトリクス状に配置された複数の画素電極と、前記複数の走査線及び前
記複数のデータ線に夫々電気的に接続されており前記複数の画素電極に前記画像信号を前
記走査信号に応じて選択的に夫々供給する複数の薄膜トランジスタとを備えたことを特徴
とする請求項１２に記載の電気光学装置。
【請求項１４】
　請求項１２または請求項１３に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする電子機器
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、薄膜トランジスタ（以下適宜、ＴＦＴと称す）駆動、薄膜ダイオード（以下適
宜、ＴＦＤと称す）駆動等によるアクティブマトリクス駆動方式などの電気光学装置（例
えば、液晶装置等）の駆動回路及び該駆動回路を内蔵する電気光学装置の技術分野に属し
、特に、プロジェクタのライトバルブ等として好適に用いられる電気光学装置の駆動回路
の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種のプロジェクタのライトバルブとして液晶装置等の電気光学装置を用いる場
合には、対向基板にカラーフィルタが形成された電気光学装置を１枚だけ用いる単板方式
と、カラーフィルタが形成されていない電気光学装置をＲＧＢ別に３枚用いる複板方式と
がある。単板方式は、構成が簡易であるが、表示画面を明るくして高品位の画質が得られ
る点で複板方式は、より優れている。この複板方式によれば、３枚の電気光学装置により
別々に光変調された３色光は、プリズムやダイクロイックミラーにより一つの投射光に合
成された後、スクリーン上に投射される。
【０００３】
このように、プリズム等で合成すると、例えば、図１３に示したように、ＲＧＢ用の３枚
のライトバルブ５００Ｒ、５００Ｇ及び、５００Ｂによる変調後にプリズム５０２で反射
するＲ光及びＢ光と比べると、Ｇ光は、プリズム５０２で反射されない。即ち、光の反転
回数が一回だけＧ光について少なくなる。この現象は、もちろんＧ光の代わりに、Ｒ光又
はＢ光がプリズムで反射されないように光学系を構成しても同じであり、更に、ダイクロ
イックミラー等用いて３色光を合成した場合にも同様に起こる。従って、このような場合
、Ｇ光についての画像信号を何等かの形で左右に反転する必要性が生じる。
【０００４】
他方、商品戦略上、単板方式や複板方式のプロジェクタを、床に普通に設置する床置きタ
イプとしても、天井に逆さに取り付けて設置する天吊りタイプとしても使用可能に構成し
たい場合がある。この場合、単板方式においても、設置の仕方に応じて電気光学装置に供
給される画像信号を上下左右に反転する必要性が生じる。また、携帯型ビデオカメラの液
晶モニタのように、単板方式の電気光学装置である液晶モニタを、ユーザの撮影姿勢に応
じて、例えばフレキシブルジョイントを支点に反転して見れるようにしたい場合もある。
この場合やはり、電気光学装置に供給される画像信号を何等かの形で上下左右に反転する
必要性が生じる。
【０００５】
そこで従来は、電気光学装置におけるデータ線駆動回路に画像信号を所定フォーマットで
供給する画像信号処理用ＩＣで、例えばＧ用の画像信号についてだけ、或いは全ての色用
の画像信号について、原画像に対して上下左右が反転した画像に対応する画像信号を１フ
ィールド毎に生成して供給する。このようにすれば、特に電気光学装置や駆動回路に何等
の変更を施す必要はないので便利である。
【０００６】
或いは従来は、例えば前述のように３色光を合成するためには、Ｒ用の電気光学装置及び
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Ｂ用の電気光学装置と比較して、走査方向が左右に反転した電気光学装置が、Ｇ用の電気
光学装置として用いられている。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した従来の画像信号処理用ＩＣを用いて画像信号を上下左右に反転す
る方式は、近時の高品位画像に対応するためには、画像信号処理用ＩＣにかかる負担が大
き過ぎて実践的ではなくなってしまう。
【０００８】
また、走査方向が上下左右に反転したＧ用の電気光学装置を用いる方式には以下の問題点
がある。即ち、一般に走査線駆動回路やデータ線駆動回路は、転送方向が一方に固定され
た単一方向シフトレジスタを有し、該単一方向シフトレジスタから発生される転送信号に
基づいて、線順次や点順次などで走査信号や画像信号を供給して、上下左右に表示画面上
で走査するように構成されている。従って、走査方向が反転したＧ用の電気光学装置を用
いるためには、データ線駆動回路が表示画面に対して左から右へ走査するようにシフトレ
ジスタが構成されたＲシフト型電気光学装置と、データ線駆動回路が表示画面に対して右
から左へ走査するようにシフトレジスタが構成されたＬシフト型電気光学装置との２種類
を製造する必要性が生じる。このように２種類の電気光学装置を、例えば半導体製造装置
等によるＴＦＴの製造工程等で製造するのは、製造者の立場からして明らかに不利である
。また、使用者の立場からしても、似たような電気光学装置間で互換性がなく、個々の装
置はどれも、いずれかのタイプとしてしか使用できないという実用上の問題点がある。更
に、このように走査方向が固定された電気光学装置では、前述した床置きタイプとしても
天吊りタイプとしても使用可能なプロジェクタや、画面が上下左右に反転する携帯型ビデ
オカメラの液晶モニタを実現できない。
【０００９】
また仮に走査線駆動回路やデータ線駆動回路に双方向シフトレジスタを採用して、出力さ
れる転送信号の転送方向を上下や左右に反転させる構成とすれば、走査信号や画像信号の
供給順序を反転させること、即ち水平走査方向や垂直走査方向を上下左右に反転すること
が可能である。しかしながら、仮に双方向シフトレジスタを採用した場合には、前述の単
一方向シフトレジスタの場合と比較して、シフトレジスタを構成するゲート数が多くなる
ので、全体におけるゲート容量の増加分だけ、消費電力が増加してしまうという問題点が
ある。
【００１０】
更に、仮に双方向シフトレジスタを採用した場合には、特にシリアル－パラレル変換され
た画像信号による表示を行う際に、画像信号による水平走査方向を反転させるのに合わせ
て、複数の画像信号線に対してパラレルに供給する画像信号の順番も入れ換える必要が生
じるという問題点がある。
【００１１】
より具体的には、例えば図１４の上半分に示すように、シリアル－パラレル変換された画
像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６を供給する場合を考える。この場合、外部の画像信号処理用Ｉ
Ｃにより、時間ΔＴの間に表示画像一フィールド分の画素データ＃１～＃６ｎ（但し、ｎ
は自然数）が、画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６に順次割り当てられて６本の画像信号線Ｎｏ
．１～Ｎｏ．６に供給される。図１４の上半分に図示したように、通常の水平走査を６本
同時駆動又は順次駆動で行う際には、パラレルな各画像信号ＶＩＤ１、ＶＩＤ２、ＶＩＤ
３、…、ＶＩＤ６を、６本の画像信号線Ｎｏ．１、Ｎｏ．２、Ｎｏ．３、…、Ｎｏ．６に
この順番で夫々供給する。尚、６本ずつ同時駆動する場合には、図中時間Δｔの間に相隣
接する６つの画像信号を同時にサンプリングすればよく、順次駆動する場合には、図中、
時間Δｔの間に各画像信号を順次にサンプリングすればよく、いずれの場合にも、シリア
ル－パラレル変換していない場合と比べて、サンプリングスイッチの能力が低くてもサン
プリングを行うことが可能となる。これに対して、図１４の下半分に図示したように、水
平走査方向を反転させた際には、パラレルな各画像信号ＶＩＤ１、ＶＩＤ２、ＶＩＤ３、
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…、ＶＩＤ６を入れ換えて、画像信号線ＮＯ．６、ＮＯ．５、ＮＯ．４、…、ＮＯ．１に
この順番で夫々供給せねばならない。
【００１２】
以上のように、仮に双方向シフトレジスタを採用した場合には、単相の画像信号であれば
問題は少ないが、近時の高精細表示や高ドット周波数に対応すべくシリアル－パラレル変
換された画像信号であると、画像信号処理ＩＣ側でパラレルに供給すべき画像信号の各画
像信号線に対する順番を入れ換える必要があり、同じ画像信号を単純に電気光学装置に供
給するのでは全体として反転表示の機能を達成し得ないという問題点がある。
【００１３】
本発明は上述した問題点に鑑みなされたものであり、シリアル－パラレル変換された画像
信号を複数の画像信号線を介して供給する画像信号処理回路の側では画像信号を等しく供
給しつつも、表示画像を簡単に反転できる電気光学装置の駆動回路及び該駆動回路を内蔵
する電気光学装置を提供することを課題とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明の電気光学装置の駆動回路は上記課題を解決するために、基板には、複数の画像信
号線に供給されるシリアル－パラレル変換された画像信号をサンプリング回路駆動信号に
応じてサンプリングして前記複数のデータ線に夫々供給する複数のサンプリングスイッチ
からなるサンプリング回路と、
該サンプリング回路に対して前記サンプリング回路駆動信号を供給するデータ線駆動回路
とを備えており、
前記データ線駆動回路は、前記複数のサンプリングスイッチの配列に対して所定方向に前
記サンプリング回路駆動信号を順次出力する第１シフトレジスタと、前記複数のサンプリ
ングスイッチの配列に対して前記所定方向と逆方向に前記サンプリング回路駆動信号を順
次出力する第２シフトレジスタとを含み、
前記複数のサンプリングスイッチは、前記第１シフトレジスタから供給されるサンプリン
グ回路駆動信号により駆動される第１グループと、前記第２シフトレジスタから供給され
るサンプリング回路駆動信号により駆動される第２グループとに分かれており、前記第１
グループに含まれる各サンプリングスイッチの出力端子と前記第２グループに含まれる各
サンプリングスイッチの出力端子とは、前記複数のデータ線の各々に対して並列接続され
ていることを特徴とする。
【００１５】
また、本発明は、一対の基板間に電気光学物質が挟持されてなり該基板上に相交差する複
数のデータ線及び複数の走査線を備えた電気光学装置を駆動するための電気光学装置の駆
動回路であって、複数の画像信号線に供給されるシリアル－パラレル変換された画像信号
をサンプリング回路駆動信号に応じてサンプリングして前記複数のデータ線に夫々供給す
る複数のサンプリングスイッチからなるサンプリング回路と、該サンプリング回路に対し
て前記サンプリング回路駆動信号を供給するデータ線駆動回路とを備えており、前記デー
タ線駆動回路は、前記複数のサンプリングスイッチの配列に対して所定方向に前記サンプ
リング回路駆動信号を順次出力する第１シフトレジスタと、前記複数のサンプリングスイ
ッチの配列に対して前記所定方向と逆方向に前記サンプリング回路駆動信号を順次出力す
る第２シフトレジスタとを含み、前記複数のサンプリングスイッチは、前記第１シフトレ
ジスタから供給されるサンプリング回路駆動信号により駆動される第１グループと、前記
第２シフトレジスタから供給されるサンプリング回路駆動信号により駆動される第２グル
ープとに分かれており、前記第１グループに含まれる各サンプリングスイッチの出力端子
と前記第２グループに含まれる各サンプリングスイッチの出力端子とは、前記複数のデー
タ線の各々に対して並列接続されている。
【００１６】
本発明の電気光学装置の駆動回路によれば、複数の画像信号線には、外部の画像信号処理
回路からシリアル－パラレル変換された画像信号が供給される。例えば、シリアル－パラ
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レル変換された６つの画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６が６本の画像信号線に供給される。
【００１７】
ここで第１の場合として、この走査信号供給動作と並行してデータ線駆動回路の第１シフ
トレジスタを動作させれば、サンプリング回路駆動信号が、複数のサンプリングスイッチ
の配列に対して所定方向（例えば、左から右へ向かう“右方向”）に順次出力され、この
サンプリング回路駆動信号に応じて、第１グループのサンプリングスイッチが駆動されて
、複数の画像信号線に供給されるシリアル－パラレル変換された画像信号がサンプリング
される。そして、第１グループの各サンプリングスイッチの出力端子に（第２グループの
各サンプリングスイッチの出力端子と並列に）接続された各データ線に、サンプリングさ
れた画像信号が供給される。
【００１８】
或いは第２の場合として、この走査信号供給動作と並行してデータ線駆動回路の第２シフ
トレジスタを動作させれば、サンプリング回路駆動信号が、上述の所定方向と逆方向（例
えば、右から左へ向かう“左方向”）に順次出力され、このサンプリング回路駆動信号に
応じて、第２グループのサンプリングスイッチが駆動されて、複数の画像信号線に供給さ
れるシリアル－パラレル変換された画像信号がサンプリングされる。そして、第２グルー
プの各サンプリングスイッチの出力端子に（第１グループの各サンプリングスイッチの出
力端子と並列に）接続された各データ線に、サンプリングされた画像信号が供給される。
【００１９】
従って、第１シフトレジスタを動作させて所定方向にサンプリング回路駆動信号を順次供
給する場合と第２シフトレジスタを動作させて逆方向にサンプリング回路駆動信号を順次
供給する場合とで、両端から数えて同一番目に当るデータ線に、各サンプリングスイッチ
を介して同一の画像信号線から画像信号を供給することが可能となる。このため、シリア
ル－パラレル変換された複数の画像信号内における各画像信号線に対する各画像信号の順
番を入れ換える必要なく、第１シフトレジスタを動作させるか第２シフトレジスタを動作
させるかに応じて水平走査方向を左右に反転させることにより、表示画像を左右に反転さ
せることができる。
【００２０】
以上のように、画像信号線に対する画像信号の入れ換え動作という外部の画像信号処理回
路の側における動作負担を伴うことなく、電気光学装置の駆動回路の側における所定の切
り換え動作（即ち、動作させるシフトレジスタの切り換え動作）という比較的簡単な動作
を行えば、水平走査方向の左右の反転により、表示画像を左右に反転させることができる
。
【００２１】
尚、垂直走査方向については、シリアル－パラレル変換の如き複雑な信号供給は元より存
在しない。このため、必要とあれば、双方向シフトレジスタや、走査方向が夫々下方向及
び上方向の２個の単一方向シフトレジスタを用いて、単純に各走査線に順次供給する走査
信号の供給順序を上下に反転させれば、垂直走査方向を上下に反転可能であり、これによ
り水平走査方向や垂直走査方向が左右や上下に反転可能であり、最終的に表示画像を左右
や上下に簡単に反転可能な電気光学装置の駆動回路を実現できる。
【００２２】
本発明の電気光学装置の駆動回路の一の態様では、前記第１グループにおける前記所定方
向にｉ（但し、ｉは自然数）番目のサンプリングスイッチと、前記第２グループにおける
前記逆方向にｉ番目のサンプリングスイッチとは、同一の画像信号線に接続されている。
【００２３】
この態様によれば、第１グループにおける所定方向（例えば、右方向）にｉ番目のサンプ
リングスイッチと、第２グループにおける逆方向（例えば、左方向）にｉ番目のサンプリ
ングスイッチとは、同一の画像信号線に接続されているので、第１シフトレジスタを動作
させて所定方向にサンプリング回路駆動信号を順次供給する場合と第２シフトレジスタを
動作させて逆方向にサンプリング回路駆動信号を順次供給する場合とでは、両端から数え
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て同一番目に当るデータ線には、各サンプリングスイッチを介して同一の画像信号線から
の画像信号が確実に供給されることになる。このため、シリアル－パラレル変換された複
数の画像信号内における各画像信号線に対する各画像信号の順番を入れ換える必要なく、
第１シフトレジスタを動作させるか第２シフトレジスタを動作させるかに応じて水平走査
方向を左右に反転させることにより、確実に表示画像を左右に反転させることができる。
【００２４】
本発明の電気光学装置の駆動回路の他の態様では、前記第１グループに属するサンプリン
グスイッチと前記第２グループに属するサンプリングスイッチとは、前記所定方向に沿っ
て交互に配置されており、前記第１及び第２グループに夫々属すると共に相隣接する一対
のサンプリングスイッチとは、同一のデータ線に接続されている。
【００２５】
この態様によれば、同一のデータ線に並列接続され相隣接する一対のサンプリングスイッ
チは、第１及び第２グループ間で規則正しく交互に並べられており、サンプリング回路駆
動信号用の配線や画像信号線からサンプリングスイッチを介してデータ線に至る配線がコ
ンパクトに納められた平面レイアウトが得られる。
【００２６】
本発明の電気光学装置の駆動回路の他の態様では、前記画像信号線はｎ本（ｎは自然数）
からなり、前記第 1グループのうちの隣接するｎ個に接続される前記ｎ本の画像信号線の
順番と、前記第２グループのうちの隣接するｎ個に接続される前記ｎ本の画像信号線の順
番とは、左右右称となっていることを特徴とする。
【００２７】
本発明のこの態様によれば、前記第 1グループのうちの隣接するｎ個に接続される前記ｎ
本の画像信号線の順番と、前記第２グループのうちの隣接するｎ個に接続される前記ｎ本
の画像信号線の順番とは、左右右称となっているため、外部から入力すべき画像信号に対
して画像信号処理回路の側で何等の変更を加えることなく、表示画像を簡単に左右反転す
ることができる。
【００２８】
本発明の電気光学装置の駆動回路の他の態様では、前記第 1シフトレジスタからサンプリ
ング回路駆動信号を供給する１つのサンプリング回路駆動信号線は、前記第１グループの
隣接するｎ個のサンプリングスイッチに並列接続されてなり、前記第２シフトレジスタか
らサンプリング回路駆動信号を供給する１つのサンプリング回路駆動信号線は、前記第２
グループの隣接するｎ個のサンプリングスイッチに並列接続されてなることを特徴とする
。
【００２９】
本発明のかかる構成によれば、データ線をｎ本同時に駆動するので、１本ずつ順次駆動す
る場合と比較して、各画像信号をサンプリングする時間を長く取れる。この結果、サンプ
リングスイッチの能力が低くてもサンプリングを行うことが可能となる。
【００３０】
本発明の電気光学装置の駆動回路の他の態様では、当該駆動回路は、前記基板上に形成さ
れている。
【００３１】
この態様によれば、電気光学装置の基板上に当該駆動回路が形成された駆動回路内蔵型の
電気光学装置において、表示画像を簡単に左右反転できる。
【００３２】
本発明の電気光学装置の駆動回路の他の態様では、前記第１及び第２シフトレジスタは、
選択信号に応じて一方が選択的に動作する。
【００３３】
この態様によれば、例えば外部から第１又は第２シフトレジスタを選択的に動作させる旨
の選択信号を供給すれば、これに応じて第１又は第２シフトレジスタが動作し、対応する
第１又は第２グループのサンプリングスイッチによりサンプリング動作が行われる。従っ
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て、選択信号に応じて水平走査方向が右又は左方向とされる。更に、選択されない方のシ
フトレジスタを非動作状態にすることで、データ線駆動回路における消費電力を低減させ
ることができ、最終的には当該駆動回路全体の低消費電力化を図れる。
【００３４】
本発明の電気光学装置の駆動回路の他の態様では、前記第１及び第２シフトレジスタには
、前記サンプリング回路駆動信号の生成タイミングの基準となる個別のクロック信号が夫
々供給される。
【００３５】
この態様によれば、第１及び第２シフトレジスタには個別のクロック信号が夫々供給され
るので、一方のシフトレジスタにより第１又は第２グループのサンプリングスイッチを駆
動する際に、他方のシフトレジスタの動作をそれに供給されるクロック信号ごと停止させ
ても、一方のシフトレジスタにおける動作には何等の支障も来たさない。従って、不要な
シフトレジスタをクロック信号と共に非動作状態にすることで、データ線駆動回路におけ
る消費電力を低減させることができ、最終的には当該駆動回路全体の低消費電力化を図れ
る。
【００３６】
或いは、前記第１及び第２シフトレジスタには、前記サンプリング回路駆動信号の生成タ
イミングの基準となる共通のクロック信号が共に供給されてもよい。
【００３７】
このように構成すれば、第１及び第２シフトレジスタには共通のクロック信号が供給され
るので、走査線駆動回路内に引き回されるクロック信号用の配線パターンの簡略化が図れ
る。
【００３８】
本発明の電気光学装置の駆動回路の他の態様では、前記走査線に対して走査信号を供給す
る走査線駆動回路をさらに備え、前記走査線駆動回路は、前記複数の走査線に対して前記
走査信号を順次出力する第３シフトレジスタと、該第３シフトレジスタから前記走査信号
が順次出力される方向と逆方向に前記走査信号を順次出力する第４シフトレジスタとを含
む。
【００３９】
この態様によれば、第３シフトレジスタを動作させれば、前記走査線駆動回路は、垂直走
査方向が、所定方向（例えば、上から下に向かう下方向）である垂直走査を行うことがで
き、第４シフトレジスタを動作させれば、垂直走査方向が、その逆方向（例えば、下から
上に向かう上方向）である垂直走査を行うことができる。従って、第３シフトレジスタを
動作させるか又は第４シフトレジスタを動作させるかにより、垂直走査方向を上下に反転
できる。この結果、第１及び第２シフトレジスタ並びに第３及び第４シフトレジスタを夫
々選択的に動作させることにより、走査方向を上下左右に反転でき、表示画像の上下や左
右を駆動回路における動作切り換えにより簡単に反転できる。
【００４０】
本発明の電気光学装置の駆動回路の他の態様では、前記基板上には中央部に画像表示領域
を有し、前記基板上の周辺の一方側に前記データ線駆動回路の第１及び第２シフトレジス
タが配置されてなることを特徴とする。
【００４１】
この態様によれば、基板の一方側に第１及び第２シフトレジスタを有するため、サンプリ
ング回路駆動信号用の配線や画像信号線からサンプリングスイッチを介してデータ線に至
る配線がコンパクトに納められた平面レイアウトが得られる。また、画像信号線からデー
タ線に至る配線部分における画像信号の劣化を低減する上で有効である。
【００４２】
本発明の電気光学装置の駆動回路の他の態様では、前記基板上の中央部に画像表示領域を
有し、前記データ線駆動回路及び前記サンプリング回路は、一部が前記基板上において前
記画像表示領域の一方の周辺領域に設けられており、他部が前記基板上において前記一方
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の周辺領域に対し前記画像表示領域を挟んで対向する他方の周辺領域に設けられている。
【００４３】
この態様によれば、データ線駆動回路及びサンプリング回路を画像表示領域の周囲にバラ
ンス良く配置することが可能となる。特に奇数番目のデータ線に係るこれらの回路部分を
一方の周辺領域に配置すると共に偶数番目のデータ線に係るこれらの回路部分を他方の周
辺領域に配置する構成を採れば、データ線のピッチの２倍のピッチでこれらの回路を形成
すればよいので、データ線ピッチを狭めて画素の微細化を図る上で有利である。
【００４４】
或いは、前記基板上の中央部に画像表示領域を有し、前記走査線駆動回路は、一部が前記
基板上において前記画像表示領域の一方の周辺領域に設けられており、他部が前記基板上
において前記一方の周辺領域に対し前記画像表示領域を挟んで対向する他方の周辺領域に
設けられている。
【００４５】
このように構成すれば、走査線駆動回路を画像表示領域の周囲にバランス良く配置するこ
とが可能となる。特に奇数番目の走査線に係るこの回路部分を一方の周辺領域に配置する
と共に偶数番目の走査線に係るこの回路部分を他方の周辺領域に配置する構成を採れば、
走査線の配列ピッチの２倍のピッチでこの回路を形成すればよいので、走査線の配列ピッ
チを狭めて画素の微細化を図る上で有利である。
【００４６】
本発明の電気光学装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の各種の態様におけ
る電気光学装置の駆動回路を内蔵する。
【００４７】
本発明の電気光学装置によれば、上述した本発明の駆動回路を内蔵しているので、外部の
画像信号処理回路から同一のシリアル－パラレル変換された画像信号を供給しながら、駆
動回路の側における切り換え動作により、水平走査方向を左右に反転できる。従って、既
存の画像信号処理回路を用いて、表示画像を反転可能な電気光学装置システムを構築でき
る。
【００４８】
本発明の電気光学装置の一の態様では、前記基板上に、マトリクス状に配置された複数の
画素電極と、前記複数の走査線及び前記複数のデータ線に夫々電気的に接続されており前
記複数の画素電極に前記画像信号を前記走査信号に応じて選択的に夫々供給する複数の薄
膜トランジスタとを備える。
【００４９】
この態様によれば、シリアル－パラレル変換された表示画像を簡単に反転可能であるＴＦ
Ｔアクティブマトリクス駆動方式の駆動回路内臓型の電気光学装置を実現できる。
【００５０】
本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施形態から明らかにする。
【００５１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００５２】
（電気光学装置の第１実施形態）
本発明による、例えば液晶装置からなる電気光学装置の第１実施形態について、図１から
図７を参照して説明する。
【００５３】
先ず、図 1を参照して、画像表示領域における電気光学装置の構成について説明する。こ
こに図１は、電気光学装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画
素における各種素子、配線等の等価回路である。
【００５４】
図１において、本実施形態による電気光学装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に
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形成された複数の画素は、画素電極９ aを制御するためのＴＦＴ３０がマトリクス状に複
数形成されており、画像信号が供給されるデータ線６ａが当該ＴＦＴ３０のソースに電気
的に接続されている。データ線６ａに書き込む画像信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎは、この順
に線順次に供給しても構わないし、相隣接する複数のデータ線６ａ同士に対して、グルー
プ毎に供給するようにしても良い。また、ＴＦＴ３０のゲートに走査線３ａが電気的に接
続されており、所定のタイミングで、走査線３ａにパルス的に走査信号Ｇ１、Ｇ２、…、
Ｇｍを、この順に線順次で印加するように構成されている。画素電極９ａは、ＴＦＴ３０
のドレインに電気的に接続されており、スイッチング素子であるＴＦＴ３０を一定期間だ
けそのスイッチを閉じることにより、データ線６ａから供給される画像信号Ｓ１、Ｓ２、
…、Ｓｎを所定のタイミングで書き込む。画素電極９ａを介して電気光学物質に書き込ま
れた所定レベルの画像信号Ｓ１、Ｓ２、…、Ｓｎは、対向基板（後述する）に形成された
対向電極（後述する）との間で一定期間保持される。電気光学物質は、例えば液晶からな
り、印加される電圧レベルにより分子集合の配向や秩序が変化することにより、光を変調
し、階調表示を可能にする。ノーマリーホワイトモードであれば、印加された電圧に応じ
て入射光がこの電気光学物質部分を通過不可能とされ、ノーマリーブラックモードであれ
ば、印加された電圧に応じて入射光がこの電気光学物質部分を通過可能とされ、全体とし
て電気光学装置からは画像信号に応じたコントラストを持つ光が出射する。ここで、保持
された画像信号がリークするのを防ぐために、画素電極９ａと対向電極との間に形成され
る電気光学物質容量と並列に蓄積容量７０を付加する。例えば、画素電極９ａの電圧は、
ソース電圧が印加された時間よりも３桁も長い時間だけ蓄積容量７０により保持される。
これにより、保持特性は更に改善され、コントラスト比の高い電気光学装置が実現できる
。
【００５５】
次に、図２及び図３を参照して、画像表示領域の周囲に設けられた電気光学装置の駆動回
路の構成及び動作について説明する。ここに図２は、当該実施形態における電気光学装置
をその基板上に設けられた駆動回路、画像信号線等を含めて示すブロック図であり、図３
は、データ線駆動回路における各種信号のタイミングチャートである。
【００５６】
図２において、本実施形態における駆動回路は、データ線駆動回路１０１、走査線駆動回
路１０４及びサンプリング回路３０１を備える。尚、図２では、図 1に示した容量線３ｂ
は便宜上省略してある。
【００５７】
データ線駆動回路１０１は、右シフト（左から右へ向かう右方向）用のシフトレジスタ１
０１Ｒ及び左シフト（右から左へ向かう左方向）用のシフトレジスタ１０１Ｌを含んで構
成されており、これらのシフトレジスタ１０１Ｒ又は１０１Ｌを選択的に動作させること
により、シフトレジスタ１０１Ｒからサンプリング回路３０１に対してサンプリング回路
駆動信号ＸＲ１、ＸＲ２、…、ＸＲｎを右方向に順次供給するか、又はシフトレジスタ１
０１Ｌからサンプリング回路３０１に対してサンプリング回路駆動信号ＸＬ１、ＸＬ２、
…、ＸＬｎを、サンプリング回路駆動信号線１１６を介して左方向に順次供給するように
構成されている。
【００５８】
サンプリング回路３０１は、６本の画像信号線１１５（ＮＯ．１～ＮＯ．６）に供給され
るシリアル－パラレル変換された６つの画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６をサンプリング回路
駆動信号ＸＲｉ又はＸＬｉ（但し、ｉ＝１、２、…、ｎ）に応じて、サンプリングして、
複数のデータ線６ａに夫々供給する複数のサンプリングスイッチ３０２Ｒ及び３０２Ｌか
ら構成されている。尚、本実施形態においてシリアル－パラレル変換される画像信号ＶＩ
Ｄ１～ＶＩＤ６は、カラー画像信号でもよいし、白黒画像信号でもよい。
【００５９】
走査線駆動回路１０４は、複数の走査線３ａに対して走査信号Ｇ１、Ｇ２、…、Ｇｍを供
給するように構成されている。

10

20

30

40

50

(11) JP 3843658 B2 2006.11.8



【００６０】
複数のサンプリングスイッチ３０２Ｒは、シフトレジスタ１０１Ｒから供給されるサンプ
リング回路駆動信号ＸＲｉにより駆動される。他方、複数のサンプリングスイッチ３０２
Ｌは、シフトレジスタ１０１Ｌから供給されるサンプリング回路駆動信号ＸＬｉにより駆
動される。各サンプリングスイッチ３０２Ｒの出力端子と各サンプリングスイッチ３０２
Ｌの出力端子とは、複数のデータ線６ａの各々に対して並列接続されている。そして特に
、右方向にｉ（但し、ｉは自然数）番目のサンプリングスイッチ３０２Ｒと、左方向にｉ
番目のサンプリングスイッチ３０２Ｌとは、同一の画像信号線１１５（即ち、６本のうち
の同一の１本）に接続されている。例えば、左端（右方向に 1番目）のサンプリングスイ
ッチ３０２Ｒは、画像信号ＶＩＤ１が供給される画像信号線（ＮＯ．１）に接続されてお
り、右端（左方向に 1番目）のサンプリングスイッチ３０２Ｌも、同じく画像信号ＶＩＤ
１が供給される画像信号線（ＮＯ．１）に接続されており、サンプリングスイッチ３０２
Ｒと３０２Ｌとは、６本の画像信号線１１５について左右対称に接続されている。
【００６１】
以上の如き構成において、外部の画像信号処理回路からシリアル－パラレル変換された６
つの画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６が６本の画像信号線１１５に供給され、走査線駆動回路
１０４により、複数の走査線３ａに対して走査信号Ｇ１、Ｇ２、…、Ｇｍが供給される。
【００６２】
ここで第１の場合として、シフトレジスタ１０１Ｒの転送動作をスタートさせるための選
択信号の一例としてのスタート信号ＤＸ－Ｒを外部の画像信号処理回路又は制御回路から
供給すれば、シフトレジスタ１０１Ｒが、水平走査用の基準クロック信号ＣＬＸ及びその
反転信号ＣＬＸ’に基づいて転送動作を開始する。すると、サンプリング回路駆動信号Ｘ
Ｒｉが、各サンプリング回路駆動信号線１１６を介して複数のサンプリングスイッチ３０
２Ｒの配列に対して右方向に順次出力される（図３（ａ）参照）。この結果、サンプリン
グ回路駆動信号ＸＲｉに応じて、サンプリングスイッチ３０２Ｒが駆動されて、複数の画
像信号線１１５に供給されるシリアル－パラレル変換された画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６
がサンプリングされる。そして、各サンプリングスイッチ３０２Ｒの出力端子に接続され
た各データ線６ａに、サンプリングされた画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６が供給される。
【００６３】
或いは第２の場合として、シフトレジスタ１０１Ｌの転送動作をスタートさせるための選
択信号の一例としてのスタート信号ＤＸ－Ｌを外部の画像信号処理回路又は制御回路から
供給すれば、シフトレジスタ１０１Ｌが、基準クロック信号ＣＬＸ及びその反転信号ＣＬ
Ｘ’に基づいて転送動作を開始する。すると、サンプリング回路駆動信号ＸＬｉが、各サ
ンプリング回路駆動信号線１１６を介して、複数のサンプリングスイッチ３０２Ｌの配列
に対して左方向に順次出力される（図３（ｂ）参照）。この結果、サンプリング回路駆動
信号ＸＬｉに応じて、サンプリングスイッチ３０２Ｌが駆動されて、複数の画像信号線１
１５に供給されるシリアル－パラレル変換された画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６がサンプリ
ングされる。そして、各サンプリングスイッチ３０２Ｌの出力端子に接続された各データ
線６ａに、サンプリングされた画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６が供給される。
【００６４】
以上のように本実施形態では、右方向にｉ番目のサンプリングスイッチ３０２Ｒと、左方
向にｉ番目のサンプリングスイッチ３０２Ｌとは、同一の画像信号線１１５に接続されて
いるので、シフトレジスタ１０１Ｒを動作させて右方向にサンプリング回路駆動信号ＸＲ
ｉを順次供給する場合と、シフトレジスタ１０１Ｌを動作させて左方向にサンプリング回
路駆動信号ＸＬｉを順次供給する場合とでは、両端から数えて同一番目に当るデータ線６
ａには、各サンプリングスイッチ３０２Ｒ又は３０２Ｌを介して同一の画像信号線１１５
からの画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６が供給されることになる。このため、シリアル－パラ
レル変換された複数の画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６内における各画像信号線１１５に対す
る各画像信号の順番を図１４に示した如くに入れ換える必要なく、スタート信号ＤＸ－Ｒ
又はＤＸ－Ｌをデータ線駆動回路１０１に供給することにより、シフトレジスタ１０１Ｒ
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を動作させるか又はシフトレジスタ１０１Ｌを動作させるかに応じて、水平走査方向を左
右に反転させる。これにより、表示画像を左右に反転させることができる。
【００６５】
他方、走査線駆動回路１０４は、走査方向が夫々下方向及び上方向の２個の単一方向シフ
トレジスタ若しくは双方向シフトレジスタを備えており、垂直走査方向を上下に反転可能
に構成されている。即ち、単純に各走査線３ａに順次供給する走査信号Ｇ１、Ｇ２、…、
Ｇｍの供給順序をシフトレジスタにより上下反転すれば、垂直走査方向を上下反転できる
。より具体的には、走査線駆動回路１０４に含まれる２個の単一方向シフトレジスタのう
ちの下シフト用のシフトレジスタの転送動作又は１個の双方向シフトレジスタの下方向（
下シフト）の転送動作をスタートさせるためのスタート信号ＤＹ－Ｄを外部の画像信号処
理回路等から供給すれば、このシフトレジスタが、垂直走査用の基準クロック信号ＣＬＹ
及びその反転信号ＣＬＹ’に基づいて転送動作を開始する。この結果、転送信号が走査信
号Ｇ１、Ｇ２、…、Ｇｍとして、下方向に順次出力される。或いは、走査線駆動回路１０
４に含まれる２個の単一方向シフトレジスタのうちの上シフト用のシフトレジスタの転送
動作又は１個の双方向シフトレジスタの上方向（上シフト）の転送動作をスタートさせる
ためのスタート信号ＤＹ－Ｕを外部の画像信号処理回路等から供給すれば、このシフトレ
ジスタが、基準クロック信号ＣＬＹ及びその反転信号ＣＬＹ’に基づいて転送動作を開始
する。この結果、転送信号が走査信号Ｇ１、Ｇ２、…、Ｇｍとして、上方向に順次出力さ
れる。
【００６６】
以上の結果、画像信号線１１５に対する画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６の入れ換え動作とい
う外部の画像信号処理回路の側における動作負担を伴うことなく、データ線駆動回路１０
１及び走査線駆動回路１０４の側におけるシフトレジスタの切り換え動作という比較的簡
単な動作を行えば、表示画像を左右や上下に反転させることができる。従って、既存の走
査方向の反転機能を有しない電気光学装置用の画像信号処理回路と同一回路を用いても、
表示画像の反転を実現できるので、装置全体のハードウエア構成や信号処理制御の簡略化
を図る上で大変便利である。また、各サンプリングスイッチ３０２Ｒと各サンプリングス
イッチ３０２Ｌとは並列接続されているので、各時点における画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ
６に対して画像信号線１１５とデータ線６ａとの間に介在するサンプリングスイッチ数は
、従来通り夫々１個で済むと共に、この間に付加的なスイッチも必要としない。従って、
従来と比べて画像信号線１１５からデータ線６ａに至る配線や素子部分におけるインピー
ダンスを無用に高めないで済む。このため、画像信号劣化を抑制する観点、即ち表示画像
の高品位化の観点からも有利である。
【００６７】
本実施形態では特に、サンプリングスイッチ３０２Ｒとサンプリングスイッチ３０２Ｌと
は、Ｘ方向に沿って交互に配置されており、相隣接する一対のサンプリングスイッチ３０
２Ｒ及び３０２Ｌは、同一のデータ線６ａに接続されている。このように、サンプリング
スイッチ３０２Ｒ及び３０２Ｌは規則正しく交互に並べられており、サンプリング回路駆
動信号用の配線や画像信号線１１５からサンプリングスイッチ３０２Ｒ及び３０２Ｌを介
してデータ線６ａに至る配線がコンパクトに納められた平面レイアウトが得られる。この
コンパクトで各配線長さや交差個所が極力抑えられた平面レイアウトを採用することは、
画像信号線１１５からデータ線６ａに至る配線部分における画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６
の劣化（ノイズの混入）を低減する上で非常に有効である。
【００６８】
また、本実施形態では、データ線駆動回路１０１、走査線駆動回路１０４及びサンプリン
グ回路３０１を含む駆動回路は、後述のように液晶等の電気光学物質を挟持する一対の基
板の一方上に形成されており、当該電気光学装置は、駆動回路内蔵型として構築されてい
る。従って、本実施形態により、外部から入力すべき画像信号に対して画像信号処理回路
の側で何らの変更を加えることなく、電気光学装置の側で表示画像を簡単に左右反転でき
る非常に便利な駆動回路内蔵型の電気光学装置を実現できる。
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【００６９】
更にまた、本実施形態では、シフトレジスタ１０１Ｒ及び１０１Ｌは、選択信号の一例た
るスタート信号ＤＸ－Ｒ及びＤＸ－Ｌに応じて一方が選択的に動作するように構成されて
いるため、選択されない方のシフトレジスタを非動作状態にすることで、データ線駆動回
路１０１における消費電力を低減させることができ、最終的には当該駆動回路全体の低消
費電力化を図れる。
【００７０】
ここで、このように選択的に動作するシフトレジスタ１０１Ｒの具体的な二つの構成例に
ついて図４から図６を参照して説明する。ここに、図４（ａ）は、位相補正回路を備えな
い構成例であり、図４（ｂ）は、位相補正回路を備える構成例である。また、シフトレジ
スタ１０１Ｌの具体的な構成については、シフトレジスタ１０１Ｒと左右対称であるため
、その具体的な説明は省略する。更に、図５は、位相補正回路を用いた場合の転送信号等
のタイミングチャートであり、図６は、シフトレジスタを構成するクロックドインバータ
の回路図である。
【００７１】
図４（ａ）に示すように、シフトレジスタ１０１Ｌの一例は、各段毎に、クロック信号Ｃ
ＬＸ及びその反転信号ＣＬＸ’に基づいて転送信号を出力すると共に次段へ転送するクロ
ックドインバータ４０１及びインバータ４０２並びに次段から転送信号の帰還を行うクロ
ックドインバータ４０３を備えている。シフトレジスタ１０１Ｌの各段から出力される転
送信号は、ＮＡＮＤ回路５０１及びインバータ５０２等からなる各バッファ回路５００に
入力され、各バッファ回路５００を介して各データ線（図２参照）に供給される。このバ
ッファ回路５００が介在していることにより、比較的低インピーダンスのサンプリングス
イッチを比較的小サイズのトランジスタを用いて構成したシフトレジスタにより駆動する
ことが可能となる。
【００７２】
図４（ｂ）に示すように、シフトレジスタ１０１Ｌの他の例は、図４（ａ）の例と比べて
各段の転送出力の出力端子とバッファ回路との間に位相補正回路６００を備えて構成され
ている点が異なる。その他の構成については、図４（ａ）の例と同様であるので、同様の
参照符号を付しその説明は省略する。この位相補正回路６００は、ＮＡＮＤ回路６０１及
びインバータ６０２から構成されており、図５に示すように、各段から出力されクロック
信号ＣＬＸと同じパルス幅を持つ転送信号のパルス幅を夫々、位相補正信号ＥＮＢ１及び
ＥＮＢ２のパルス幅に制限して（奇数番目のサンプリング回路駆動信号のパルス幅を位相
補正信号ＥＮＢ１により制限すると共に偶数番目のサンプリング回路駆動信号のパルス幅
を位相補正信号ＥＮＢ２により制限して）、サンプリング回路駆動信号ＸＲ１、ＸＲ２、
ＸＲ３、…として出力するように構成されている。これにより、相前後して出力されるサ
ンプリング回路駆動信号ＸＲｉとＸＲ i+1の間に若干の時間的マージンΔτが置かれるこ
とになる。従って、このシフトレジスタ回路１０１Ｒの例によれば、相前後して駆動され
る筈のサンプリングスイッチ３０２Ｒがサンプリング回路駆動信号ＸＲｉの立ち上がり及
びサンプリング回路駆動信号ＸＲ i+1の立ち下がりの瞬間に重複してオン状態とされて、
この時にサンプリングされた画像信号間にクロストークが生じたり、その結果表示画像に
ゴーストが生じたりする事態を未然に防ぐことが出来る。また、図４（ａ）のＮＡＮＤ回
路を３端子で制御する３端子ＮＡＮＤ回路にし、余った入力端子に位相補正信号を供給す
るようにすれば、図４（ｂ）と同じ駆動を行うことができる。この場合、位相補正信号及
び供給配線が１つで済むため有利である。
【００７３】
次に、図４（ａ）及び図４（ｂ）に示したシフトレジスタ回路１０１Ｒの各例を構成する
クロックドインバータの具体的な回路構成を、図６に示す。ここに図６（ａ）は、一個の
クロックドインバータの記号図であり、図６（ｂ）は、その回路図である。
【００７４】
図６（ｂ）に示すように、クロックドインバータは、クロック信号ＣＬがゲートに入力さ
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れるＮチャネル型ＴＦＴと、その反転信号ＣＬ’が入力されるＰチャネル型ＴＦＴと、ゲ
ートに転送信号が夫々入力されるように並列に接続されたＰチャネル型ＴＦＴ及びＮチャ
ネル型ＴＦＴと、電源ＶＳＳ（接地電位電源）及びＶＤＤ（ハイレベル電源）とが、図に
示す如くに接続されている。このように各クロックドインバータは、電源ＶＳＳ及びＶＤ
Ｄを必要とするため、図２及び図４に示したシフトレジスタ全体としても電源配線を各ク
ロックドインバータに引き回す必要がある。また、各クロックドインバータにおいては、
入力端子と出力端子との間は各ＴＦＴのゲート絶縁膜により絶縁されているため、転送信
号の周波数が高くても、転送方向に逆らって電流リークしない利点がある。従って、シフ
トレジスタ全体としても、高周波数に対して安定した転送信号を出力することが出来る利
点がある。
【００７５】
以上説明したシフトレジスタ１０１Ｒ及び１０１Ｌには、図２に示したように、共通のク
ロック信号ＣＬＸ及びその反転信号ＣＬＸ’が共に供給されている。このため、シフトレ
ジスタ１０１Ｒ及び１０１Ｌに対して、データ線駆動回路１０１内に引き回されるクロッ
ク信号用の配線のパターンの簡略化が図れる。但し、データ線駆動回路１０１において、
シフトレジスタ１０１Ｒ並びに１０１Ｌに対して個別のクロック信号ＣＬＸ－Ｒ及びその
反転信号ＣＬＸ－Ｒ’並びにクロック信号ＣＬＸ－Ｌ及びその反転信号ＣＬＸ－Ｌ’が夫
々供給されるように構成してもよい。このように構成すれば、一方のシフトレジスタによ
りサンプリングスイッチ３０２Ｒ又は３０２Ｌを駆動する際に、他方のシフトレジスタの
動作をそれに供給されるクロック信号ごと停止させても、一方のシフトレジスタにおける
動作には何等の支障も来たさない。従って、不要なシフトレジスタをクロック信号と共に
非動作状態にすることで、データ線駆動回路１０１における消費電力を低減させることが
できる。
【００７６】
次に、図２に示したサンプリング回路３０１を構成するサンプリングスイッチ３０２Ｒ及
び３０２Ｌの具体的な回路構成を、図７（１）、（２）及び（３）の回路図に夫々示す。
【００７７】
即ち、図７（１）に示すようにサンプリングスイッチは、Ｎチャネル型ＴＦＴ３０２ａか
ら構成されてもよいし、図７（２）に示すようにＰチャネル型ＴＦＴ３０２ｂから構成さ
れてもよいし、図７（３）に示すように相補型ＴＦＴ３０２ｃから構成されてもよい。な
お、図７（１）から図７（３）において、図２に示した画像信号線１１５を介して入力さ
れる画像信号ＶＩＤは、ソース電圧として各ＴＦＴ３０２ａ～３０２ｃに入力される。同
じく図２に示したデータ線駆動回路１０１からサンプリング回路駆動信号線１１６を介し
て入力されるサンプリング回路駆動信号ＸＲｉ（ＸＬｉ）又はその反転信号ＸＲｉ’（Ｘ
Ｌｉ’）は、ゲート電圧として各ＴＦＴ３０２ａ～３０２ｃに入力される。また、Ｎチャ
ネル型ＴＦＴ３０２ａにゲート電圧として印加されるサンプリング回路駆動信号ＸＲｉ（
ＸＬｉ）と、Ｐチャネル型ＴＦＴ３０２ｂにゲート電圧として印加されるサンプリング回
路駆動信号ＸＲｉ’（ＸＬｉ’）とは、相互に反転信号である。従って、サンプリングス
イッチを相補型ＴＦＴ３０２ｃで構成する場合には、サンプリング回路駆動信号ＸＲｉ（
ＸＬｉ）、ＸＲｉ’（ＸＬｉ’）用のサンプリング回路駆動信号線１１６が少なくとも２
本以上必要となる。また、各サンプリングスイッチは、製造効率等の観点から好ましくは
、画素部におけるＴＦＴと同一製造プロセスにより製造可能なＮチャネル型、Ｐチャネル
型、相補型等のＴＦＴから構成される。
【００７８】
以上詳細に説明したように、本実施形態における電気光学装置によれば、外部の画像信号
処理回路から同一のシリアル－パラレル変換された画像信号を供給しながら、データ線駆
動回路１０１や走査線駆動回路１０４の側における切り換え動作により、走査方向を左右
や上下に反転できる。
【００７９】
（電気光学装置の第２実施形態）
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本発明による、例えば液晶装置からなる電気光学装置の第２実施形態について、特にデー
タ線駆動回路の構成を中心として、図８を参照して説明する。図８は、データ線駆動回路
及びサンプリング回路のブロック図である。尚、図８に示した第２実施形態において図１
から図７に示した第 1実施形態と同様の構成要素については、同様の参照符号を付し、そ
の説明は省略する。
【００８０】
図８において、第２実施形態では第１実施形態とは異なり、一つのサンプリング回路駆動
信号ＸＲｉ又はＸＬｉを用いて、６本の画像信号線１１５に夫々接続された相隣接する６
個のサンプリングスイッチ３０２Ｒ又は６個のサンプリングスイッチ３０２Ｌを同時に駆
動するように構成されている点が異なる。即ち、第１実施形態では、サンプリングスイッ
チ３０２Ｒ及び３０２Ｌによるサンプリング方式は、１本ずつ順次にサンプリングする方
式であるが、第２実施形態では、シリアル－パラレル変換された画像信号ＶＩＤ１～ＶＩ
Ｄ６を、シリアル－パラレル変換数に等しい数だけ同時にサンプリングする方式を採る。
【００８１】
より具体的には図８において、シフトレジスタ１０１Ｒからの１本のサンプリング回路駆
動信号線１１６’毎に、６個のサンプリングスイッチ３０２Ｒが並列に接続されており、
シフトレジスタ１０１Ｌからの１本のサンプリング回路駆動信号線１１６’毎に、６個の
サンプリングスイッチ３０２Ｌが並列に接続されている。
【００８２】
このように第２実施形態の電気光学装置では、データ線を６本ずつ同時駆動するので、１
本ずつ順次駆動する場合と比較して、各画像信号をサンプリングする時間を長く取れる。
この結果、サンプリングスイッチ３０２Ｒ及び３０２Ｌの能力が低くてもサンプリングを
行うことが可能となり有利である。
【００８３】
尚、複数の画像信号線１１５は、一般には相互に平行に伸びる信号線群として基板上に配
列されるが（図２及び図８参照）、この信号線群の一端側から他端側へ向けての配列順序
は、これらが供給される複数のデータ線における配列順序の通りでもよいが、一般に任意
である。
【００８４】
即ち、第１及び第２実施形態の場合と同じく図９（ａ）に示すように、画像信号ＶＩＤ１
～ＶＩＤ６を供給する各画像信号線の順番をデータ線の配列順序の通りに配列してもよい
し、図９（ｂ）に示すように、画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６を供給する各画像信号線１１
５’の順番をデータ線の配列順序と逆順に配列してもよいし、或いは、図９（ｃ）に示す
ように、画像信号ＶＩＤ１～ＶＩＤ６を供給する各画像信号線１１５”の順番をデータ線
の配列順序に対して適当に入れ替えた順に配列してもよい。いずれの場合にも、サンプリ
ングスイッチ３０２Ｒの配列に接続される画像信号線の順番とサンプリングスイッチ３０
２Ｌの配列に接続される画像信号線の順番とが左右対称となっている限り上述した各実施
形態独自の効果は奏される。
【００８５】
尚、上述の実施形態では、画像信号線を６本用いることを例として説明したが、これに限
らず、１２本、２４本等の自然数に適宜画像信号線の本数を増やすことも可能である。
【００８６】
（電気光学装置の全体構成）
以上のように構成された、例えば液晶装置からなる電気光学装置の各実施形態の全体構成
を図１０及び図１１を参照して説明する。尚、図１０は、ＴＦＴアレイ基板１０をその上
に形成された各構成要素と共に対向基板２０の側から見た平面図であり、図１１は、対向
基板２０を含めて示す図１０のＨ－Ｈ’断面図である。
【００８７】
図１０及び図１１において、電気光学装置は、対向配置されたＴＦＴアレイ基板１０及び
対向基板２０を備えており、ＴＦＴアレイ基板１０上には、図１から図９を参照して説明
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した画素電極９ａ、データ線駆動回路１０１及び走査線駆動回路１０４並びに走査線、デ
ータ線、ＴＦＴ等が形成されている。画素電極９ａと対向電極２１とが対面するように配
置されたＴＦＴアレイ基板１０と対向基板２０との間には、シール材５２により囲まれた
空間に電気光学物質が封入され、電気光学物質層５０が形成される。電気光学物質層５０
は、画素電極９ａからの電界が印加されていない状態で両基板の電気光学物質層５０に面
する表面に夫々形成された配向膜により所定の配向状態をとる。電気光学物質層５０は、
例えば一種又は数種類のネマティック電気光学物質を混合した電気光学物質からなる。シ
ール材５２は、ＴＦＴアレイ基板１０及び対向基板２０をそれらの周辺で貼り合わせるた
めの、例えば光硬化性樹脂や熱硬化性樹脂からなる接着剤であり、両基板間の距離を所定
値とするためのグラスファイバー或いはガラスビーズ等のスペーサが混入されている。
【００８８】
対向基板２０には、各画素の開口領域以外の領域に、遮光膜が設けられても良いし、ＴＦ
Ｔアレイ基板１０上に形成しても良い。このため、対向基板２０の側から入射光が画素ス
イッチング用ＴＦＴに侵入することはない。更に、この遮光膜は、コントラストの向上、
色材の混色防止などの機能を有する。
【００８９】
また、ＴＦＴアレイ基板１０の上には、シール材５２の内側に並行して、例えば上述の遮
光膜と同じ或いは異なる材料から成る額縁としての遮光膜５３が設けられている。
【００９０】
更に、シール材５２の外側の領域には、データ線駆動回路１０１及び外部回路接続端子１
０２がＴＦＴアレイ基板１０の一辺に沿って設けられており、走査線駆動回路１０４が、
この一辺に隣接する２辺に沿って設けられている。走査線３ａに供給される走査信号遅延
が問題にならないのならば、走査線駆動回路１０４は片側だけでも良いことは言うまでも
ない。また、データ線駆動回路１０１を画像表示領域の辺に沿って両側に配列してもよい
。
【００９１】
図１２に示すように、例えば奇数列のデータ線６ａは画像表示領域の上辺に沿って配設さ
れた右シフト用シフトレジスタ１０１Ｒａ及び左シフト用シフトレジスタ１０１Ｌａを含
むデータ線駆動回路から画像信号を供給し、偶数列のデータ線は前記画像表示領域の下辺
に沿って配設された右シフト用シフトレジスタ１０１Ｒｂ及び左シフト用シフトレジスタ
１０１Ｌｂを含むデータ線駆動回路から画像信号を供給するようにしてもよい。この様に
データ線６ａに画像信号を供給する配線及び回路構成を上下に櫛歯状に構成すれば、デー
タ線駆動回路の占有面積を拡張することができるため、複雑な回路を構成することが可能
となる。つまり、奇数番目のデータ線６ａに係るこれらの回路部分を一方の周辺領域に配
置すると共に偶数番目のデータ線６ａに係るこれらの回路部分を他方の周辺領域に配置す
る構成を採れば、データ線６ａの配列ピッチの２倍のピッチでこれらの回路を形成すれば
よいので、データ線６ａの配列ピッチを狭めて画素の微細化を図る上で有利である。
【００９２】
図１０及び図１１において、更にＴＦＴアレイ基板１０の残る一辺には、画像表示領域の
両側に設けられた走査線駆動回路１０４間をつなぐための複数の配線１０５が設けられて
いる。また、対向基板２０のコーナー部の少なくとも１箇所においては、ＴＦＴアレイ基
板１０と対向基板２０との間で電気的導通をとるための導通材１０６が設けられている。
尚、図２及び図８などに示したサンプリング回路３０１は、図１０では、例えば額縁５３
の下に隠れる位置におけるＴＦＴアレイ基板１０上に設けられている。
【００９３】
各実施形態では、このようにデータ線駆動回路１０１及びサンプリング回路３０１は、一
部が画像表示領域の一方の周辺領域に設けられており、これに対向する他方の周辺領域に
他部が設けられてもよい。このように構成すれば、データ線駆動回路１０１及びサンプリ
ング回路を画像表示領域の周囲にバランス良く配置することが可能となる。同様に、走査
線駆動回路１０４は、一部が画像表示領域の一方の周辺領域に設けられており、これに対
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向する他方の周辺領域に他部が設けられてもよい。このように構成すれば、データ線６ａ
の配列ピッチや走査線３ａの配列ピッチを狭めて画素の微細化を図る上で有利である。
【００９４】
以上図１から図１１を参照して説明した各実施形態における電気光学装置のＴＦＴアレイ
基板１０上には更に、画像信号のデータ線６ａへの書込み負荷軽減のために各データ線６
ａについて画像信号に先行するタイミングで所定電位のプリチャージ信号を書き込むプリ
チャージ回路を形成してもよいし、製造途中や出荷時の当該電気光学装置の品質、欠陥等
を検査するための検査回路等を形成してもよい。また、データ線駆動回路１０１、走査線
駆動回路１０４等の周辺回路の一部又は全部を、ＴＦＴアレイ基板１０の上に設ける代わ
りに、例えばＴＡＢ（ Tape Automated Bonding）上に実装された駆動用ＬＳＩに、ＴＦＴ
アレイ基板１０の周辺部に設けられた異方性導電フィルムを介して電気的及び機械的に接
続するようにしてもよい。
【００９５】
また、以上の各実施形態において、特開平９－１２７４９７号公報、特公平３－５２６１
１号公報、特開平３－１２５１２３号公報、特開平８－１７１１０１号公報等に開示され
ているように、ＴＦＴアレイ基板１０上においてＴＦＴ３０に対向する位置（即ち、ＴＦ
Ｔ３０の下側）にも、例えば高融点金属からなる遮光膜を設けてもよい。このようにＴＦ
Ｔ３０の下側にも遮光膜を設ければ、ＴＦＴアレイ基板１の側からの戻り光等がＴＦＴ３
０に入射するのを未然に防ぐことができる。
【００９６】
更にまた、対向基板２０の投射光が入射する側及びＴＦＴアレイ基板１０の出射光が出射
する側には各々、例えば、ＴＮ（ツイステッドネマティック）モード、  ＳＴＮ（スーパ
ーＴＮ）モード、Ｄ－ＳＴＮ（ダブル－ＳＴＮ）モード等の動作モードや、ノーマリーホ
ワイトモード／ノーマリーブラックモードの別に応じて、偏光フィルム、位相差フィルム
、偏光板などが所定の方向で配置される。
【００９７】
以上説明した各実施形態における電気光学装置は、カラープロジェクタに適用されるため
、３枚の電気光学装置がＲＧＢ用のライトバルブとして各々用いられ、各パネルには各々
ＲＧＢ色分解用のダイクロイックミラーを介して分解された各色の光が投射光として各々
入射されることになる。従って、実施の形態では、対向基板２０に、カラーフィルタは設
けられていない。しかしながら、遮光膜２３の形成されていない画素電極９ａに対向する
所定領域にＲＧＢのカラーフィルタをその保護膜と共に、対向基板２０上に形成してもよ
い。このようにすれば、プロジェクタ以外の直視型や反射型のカラー液晶テレビなどのカ
ラー電気光学装置に実施の形態における電気光学装置を適用できる。更に、対向基板２０
上に１画素 1個対応するようにマイクロレンズを形成してもよい。このようにすれば、入
射光の集光効率を向上することで、明るい電気光学装置が実現できる。更にまた、対向基
板２０上に、何層もの屈折率の相違する干渉層を堆積することで、光の干渉を利用して、
ＲＧＢ色を作り出すダイクロイックフィルタを形成してもよい。このダイクロイックフィ
ルタ付き対向基板によれば、より明るいカラー電気光学装置が実現できる。
【００９８】
また、各画素に設けられるスイッチング素子としては、正スタガ型又はコプラナー型のポ
リシリコンＴＦＴでよいが、逆スタガ型のＴＦＴやアモルファスシリコンＴＦＴ等の他の
形式のＴＦＴに対しても、各実施形態は有効である。
【００９９】
（電子機器）
次に、以上詳細に説明した電気光学装置を備えた電子機器の実施の形態について図１５か
ら図１７を参照して説明する。
【０１００】
先ず図１５に、このように電気光学装置の一例として液晶装置１００を備えた電子機器の
概略構成を示す。
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【０１０１】
図１５において、電子機器は、表示情報出力源１０００、表示情報処理回路１００２、駆
動回路１００４、液晶装置１００、クロック発生回路１００８並びに電源回路１０１０を
備えて構成されている。表示情報出力源１０００は、ＲＯＭ（ Read Only Memory）、ＲＡ
Ｍ（ Random Access Memory）、光ディスク装置などのメモリ、画像信号を同調して出力す
る同調回路等を含み、クロック発生回路１００８からのクロック信号に基づいて、所定フ
ォーマットの画像信号などの表示情報を表示情報処理回路１００２に出力する。表示情報
処理回路１００２は、増幅・極性反転回路、シリアル－パラレル変換回路、ローテーショ
ン回路、ガンマ補正回路、クランプ回路等の周知の各種処理回路を含んで構成されており
、クロック信号に基づいて入力された表示情報からデジタル信号を順次生成し、クロック
信号 CLKと共に駆動回路１００４に出力する。駆動回路１００４は、液晶装置１００を駆
動する。電源回路１０１０は、上述の各回路に所定電源を供給する。尚、液晶装置１００
を構成するＴＦＴアレイ基板の上に、駆動回路１００４を搭載してもよく、これに加えて
表示情報処理回路１００２を搭載してもよい。
【０１０２】
次に図１６から図１７に、このように構成された電子機器の具体例を各々示す。
【０１０３】
図１６において、電子機器の一例たる液晶プロジェクタ１１００は、上述した駆動回路１
００４がＴＦＴアレイ基板上に搭載された液晶装置１００を含む液晶表示モジュールを３
個用意し、各々ＲＧＢ用のライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂとして用いたプ
ロジェクタとして構成されている。液晶プロジェクタ１１００では、メタルハライドラン
プ等の白色光源のランプユニット１１０２から投射光が発せられると、３枚のミラー１１
０６及び２枚のダイクロイックミラー１１０８によって、ＲＧＢの３原色に対応する光成
分Ｒ、Ｇ、Ｂに分けられ、各色に対応するライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂ
に各々導かれる。この際特にＢ光は、長い光路による光損失を防ぐために、入射レンズ１
１２２、リレーレンズ１１２３及び出射レンズ１１２４からなるリレーレンズ系１１２１
を介して導かれる。そして、ライトバルブ１００Ｒ、１００Ｇ及び１００Ｂにより各々変
調された３原色に対応する光成分は、ダイクロイックプリズム１１１２により再度合成さ
れた後、投射レンズ１１１４を介してスクリーン１１２０にカラー画像として投射される
。
【０１０４】
図１７において、電子機器の他の例たるマルチメディア対応のラップトップ型のパーソナ
ルコンピュータ１２００は、上述した液晶装置１００がトップカバーケース内に設けられ
ており、更にＣＰＵ、メモリ、モデム等を収容すると共にキーボード１２０２が組み込ま
れた本体１２０４を備えている。
【０１０５】
以上図１６から図１７を参照して説明した電子機器の他にも、液晶テレビ、ビューファイ
ンダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、電子手帳、
電卓、ワードプロセッサ、エンジニアリング・ワークステーション（ＥＷＳ）、携帯電話
、テレビ電話、ＰＯＳ端末、タッチパネルを備えた装置等などが図１５に示した電子機器
の例として挙げられる。
【０１０６】
以上説明したように、本実施の形態によれば、製造効率が高く高品位の画像表示が可能な
液晶装置を備えた各種の電子機器を実現できる。
【０１０７】
【発明の効果】
本発明によれば、シリアル－パラレル変換された画像信号を複数の画像信号線を介して供
給する画像信号処理回路の側では画像信号を等しく供給しつつも、表示画像を簡単に反転
できる。即ち、画像信号線に対する画像信号の入れ換え動作という外部の画像信号処理回
路の側における動作負担を伴うことなく、電気光学装置の駆動回路の側における比較的簡
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単な切り換え動作を行えば、表示画像を左右や上下に反転させることができる。従って、
既存の走査方向の反転機能を有しない電気光学装置用の画像信号処理回路と同一回路を用
いても、表示画像の反転を実現できるので、装置全体のハードウエア構成や信号処理制御
の簡略化を図る上で大変便利である。
【図面の簡単な説明】
【図１】電気光学装置の第 1実施形態における画像表示領域を構成するマトリクス状の複
数の画素に設けられた各種素子、配線等の等価回路である。
【図２】電気光学装置の第１実施形態における駆動回路を含む全体回路構成を示すブロッ
ク図である。
【図３】図２に示したデータ線駆動回路を構成する各シフトレジスタにおける各種信号の
タイミングチャートである。
【図４】図２に示したデータ線駆動回路を構成する各シフトレジスタの具体的な構成例を
示す回路図である。
【図５】図４（ｂ）に示したシフトレジスタにおける各種信号のタイミングチャートであ
る。
【図６】図４に示したシフトレジスタの構成例に含まれるクロックドインバータの詳細な
回路図である。
【図７】図２に示したサンプリング回路に含まれるサンプリングスイッチの各種構成例を
示す回路図である。
【図８】電気光学装置の第２実施形態におけるデータ線駆動回路のブロック図である。
【図９】電気光学装置の各実施形態における画像信号線とサンプリングスイッチとの接続
方式の各種具体例を示す配線図である。
【図１０】電気光学装置の各実施形態におけるＴＦＴアレイ基板をその上に形成された各
構成要素と共に対向基板の側から見た平面図である。
【図１１】図１０のＨ－Ｈ’断面図である。
【図１２】電気光学装置の一変形形態におけるデータ線駆動回路のブロック図である。
【図１３】プロジェクタのＲＧＢの３色光を合成するプリズム光学系を示す概念図である
。
【図１４】シリアル－パラレル変換された画像信号による表示画像を反転する際に必要な
該画像信号の入れ換え方式を示す概念図である。
【図１５】本発明による電子機器の実施の形態の概略構成を示すブロック図である。
【図１６】電子機器の一例として液晶プロジェクタを示す断面図である。
【図１７】電子機器の他の例としてパーソナルコンピュータを示す正面図である。
【符号の説明】
３ａ…走査線
３ｂ…容量線
６ａ…データ線
９ａ…画素電極
１０…ＴＦＴアレイ基板
２０…対向基板
２１…対向電極
３０…画素スイッチング用ＴＦＴ
５０…電気光学物質層
５２…シール材
５３…遮光膜
７０…蓄積容量
１０１…データ線駆動回路
１０１Ｒ、１０１Ｌ…シフトレジスタ
１０４…走査線駆動回路
１１５…画像信号線
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１１６…サンプリング回路駆動信号線
３０１…サンプリング回路
３０２Ｒ、３０２Ｌ…サンプリングスイッチ
５００…バッファ回路
６００…位相補正回路

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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